
上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の定めにより、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.okb.co.jp/investor/i-top.html）に掲載することにより、
株主の皆さまに提供しております。

（事業報告）
　 新株予約権等に関する事項
（計算書類）
　 株主資本等変動計算書
　 個 別 注 記 表
（連結計算書類）
　 連結株主資本等変動計算書
　 連 結 注 記 表

第208期定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項
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1

取締役

2名

3名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第2回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2010年7月27日

③新株予約権の総数
　303個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　3,030株

⑤新株予約権の行使期間
　2010年7月28日から2060年7月27日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第3回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2011年7月26日

③新株予約権の総数
　528個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,280株

⑤新株予約権の行使期間
　2011年7月27日から2061年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

（１）事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等

新株予約権等に関する事項

2

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役

新株予約権等の内容の概要

3名

4名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第4回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2012年7月26日

③新株予約権の総数
　458個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　4,580株

⑤新株予約権の行使期間
　2012年7月27日から2062年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第5回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2013年7月26日

③新株予約権の総数
　507個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,070株

⑤新株予約権の行使期間
　2013年7月27日から2063年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。



1

取締役

2名

3名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第2回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2010年7月27日

③新株予約権の総数
　303個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　3,030株

⑤新株予約権の行使期間
　2010年7月28日から2060年7月27日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第3回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2011年7月26日

③新株予約権の総数
　528個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,280株

⑤新株予約権の行使期間
　2011年7月27日から2061年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

（１）事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等

新株予約権等に関する事項

2

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役

新株予約権等の内容の概要

3名

4名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第4回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2012年7月26日

③新株予約権の総数
　458個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　4,580株

⑤新株予約権の行使期間
　2012年7月27日から2062年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第5回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2013年7月26日

③新株予約権の総数
　507個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,070株

⑤新株予約権の行使期間
　2013年7月27日から2063年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を

除く）

新株予約権等の内容の概要

5名

5名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第6回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2014年7月28日

③新株予約権の総数
　565個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,650株

⑤新株予約権の行使期間
　2014年7月29日から2064年7月28日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第7回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2015年7月28日

③新株予約権の総数
　359個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　3,590株

⑤新株予約権の行使期間
　2015年7月29日から2065年7月28日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を

除く）

新株予約権等の内容の概要

5名

8名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第8回新株予約権
②新株予約権の割当日
　2016年7月26日
③新株予約権の総数
　565個（新株予約権1個につき10株）
④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,650株
⑤新株予約権の行使期間
　2016年7月27日から2066年7月26日まで
⑥権利行使価額
　1株当たり1円
⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第9回新株予約権
②新株予約権の割当日
　2017年7月26日
③新株予約権の総数
　705個（新株予約権1個につき10株）
④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　7,050株
⑤新株予約権の行使期間
　2017年7月27日から2067年7月26日まで
⑥権利行使価額
　1株当たり1円
⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
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3

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を

除く）

新株予約権等の内容の概要

5名

5名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第6回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2014年7月28日

③新株予約権の総数
　565個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,650株

⑤新株予約権の行使期間
　2014年7月29日から2064年7月28日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第7回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2015年7月28日

③新株予約権の総数
　359個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　3,590株

⑤新株予約権の行使期間
　2015年7月29日から2065年7月28日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を

除く）

新株予約権等の内容の概要

5名

8名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第8回新株予約権
②新株予約権の割当日
　2016年7月26日
③新株予約権の総数
　565個（新株予約権1個につき10株）
④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　5,650株
⑤新株予約権の行使期間
　2016年7月27日から2066年7月26日まで
⑥権利行使価額
　1株当たり1円
⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第9回新株予約権
②新株予約権の割当日
　2017年7月26日
③新株予約権の総数
　705個（新株予約権1個につき10株）
④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　7,050株
⑤新株予約権の行使期間
　2017年7月27日から2067年7月26日まで
⑥権利行使価額
　1株当たり1円
⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
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 （2019年４月１日から2020年３月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金

46,773

－
46,773

36,034

－
36,034

36,034

－
36,034

13,536

－
13,536

110,578

5,000

5,000
115,578

27,071

△2,924
4,597

△4
△5,000

0

△3,331
23,740

151,186

△2,924
4,597

△4
－
0

1,668
152,854

自己株式 株主資本
合　計

△211

△3
22

19
△192

233,782

△2,924
4,597
△3
17
－
0

1,687
235,469

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当
　当期純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　別途積立金の積立
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

株主資本等変動計算書

5 6

評 価・換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

47,328

△11,170

△11,170
36,157

4,974

△3,643

△3,643
1,331

2,504

△0

△0
2,504

54,807

△14,814

△14,814
39,993

153

11

11
165

288,743

△2,924
4,597
△3
17
－
0

△14,802

△13,114
275,628

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当
　当期純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　別途積立金の積立
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

（２）事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等
　　  該当事項はありません。

注.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行うとともに、単元株式数を1,000株から100株とする
変更を行ったため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。

監査役

取締役
（社外取締役を

除く）

10名

11名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第10回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2018年7月26日

③新株予約権の総数
　953個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　9,530株

⑤新株予約権の行使期間
　2018年7月27日から2068年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第11回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2019年7月26日

③新株予約権の総数
　1,286個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　12,860株

⑤新株予約権の行使期間
　2019年7月27日から2069年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数



 （2019年４月１日から2020年３月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金

46,773

－
46,773

36,034

－
36,034

36,034

－
36,034

13,536

－
13,536

110,578

5,000

5,000
115,578

27,071

△2,924
4,597

△4
△5,000

0

△3,331
23,740

151,186

△2,924
4,597

△4
－
0

1,668
152,854

自己株式 株主資本
合　計

△211

△3
22

19
△192

233,782

△2,924
4,597
△3
17
－
0

1,687
235,469

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当
　当期純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　別途積立金の積立
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

株主資本等変動計算書
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評 価・換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

47,328

△11,170

△11,170
36,157

4,974

△3,643

△3,643
1,331

2,504

△0

△0
2,504

54,807

△14,814

△14,814
39,993

153

11

11
165

288,743

△2,924
4,597
△3
17
－
0

△14,802

△13,114
275,628

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当
　当期純利益
　自己株式の取得
　自己株式の処分
　別途積立金の積立
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

（２）事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等
　　  該当事項はありません。

注.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行うとともに、単元株式数を1,000株から100株とする
変更を行ったため、新株予約権の目的となる株式の数を調整しております。

監査役

取締役
（社外取締役を

除く）

10名

11名

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第10回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2018年7月26日

③新株予約権の総数
　953個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　9,530株

⑤新株予約権の行使期間
　2018年7月27日から2068年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

①新株予約権の名称
　株式会社大垣共立銀行　第11回新株予約権

②新株予約権の割当日
　2019年7月26日

③新株予約権の総数
　1,286個（新株予約権1個につき10株）

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　当社普通株式　12,860株

⑤新株予約権の行使期間
　2019年7月27日から2069年7月26日まで

⑥権利行使価額
　1株当たり1円

⑦権利行使についての条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過
　する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数



7 8

７．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　　　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀
行等監査特別委員会報告第４号 令和２年３月17日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、
主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年
間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しておりま
す。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額を計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損
失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部
署が査定結果を監査しております。

（2）投資損失引当金
　　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額
を計上しております。

（3）賞与引当金
　　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属す
る額を計上しております。

（4）退職給付引当金
　　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の
とおりであります。
　　過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理
　　数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（14 年）による定額法により按分
　　　　　　　　　　した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

（5）睡眠預金払戻損失引当金
　　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求
に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

（6）ポイント引当金
　　ポイント引当金は、ポイント制サービス「サンクスポイント・プレゼント」におけるサンクスポイントが将来費消され
た場合の負担に備えるため、当事業年度末において将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上
しております。 

８．ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ
　　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下、「業種別監査
委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、キャッシュ・フローを固定
するヘッジについて、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により行っております。
　　なお、一部の資産･負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

重要な会計方針

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
　（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社及び子法人等株式に

ついては移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価
は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法によ
る原価法により行っております。

　　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
　（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法
により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
　（1）有形固定資産（リース資産を除く）
　　　有形固定資産は、定率法（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を 
　採用しております。
　　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　建　物　　３年～ 60年
　　　　その他　　３年～ 20年
　（2）無形固定資産
　　　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（主として５年）に基づいて償却しております。

　（3）リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する償却
方法と同一の方法により償却しております。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額
法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額
とし、それ以外のものは零としております。

５．繰延資産の処理方法
　　社債発行費は資産として計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

個別注記表
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７．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　　　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀
行等監査特別委員会報告第４号 令和２年３月17日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、
主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年
間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しておりま
す。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除した残額を計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損
失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部
署が査定結果を監査しております。

（2）投資損失引当金
　　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額
を計上しております。

（3）賞与引当金
　　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属す
る額を計上しております。

（4）退職給付引当金
　　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の
とおりであります。
　　過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理
　　数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（14 年）による定額法により按分
　　　　　　　　　　した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

（5）睡眠預金払戻損失引当金
　　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求
に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

（6）ポイント引当金
　　ポイント引当金は、ポイント制サービス「サンクスポイント・プレゼント」におけるサンクスポイントが将来費消され
た場合の負担に備えるため、当事業年度末において将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上
しております。 

８．ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ
　　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下、「業種別監査
委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、キャッシュ・フローを固定
するヘッジについて、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により行っております。
　　なお、一部の資産･負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

重要な会計方針

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
　（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社及び子法人等株式に
ついては移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価
は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法によ
る原価法により行っております。

　　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
　（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法
により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
　（1）有形固定資産（リース資産を除く）
　　　有形固定資産は、定率法（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を 
　採用しております。
　　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　建　物　　３年～ 60年
　　　　その他　　３年～ 20年
　（2）無形固定資産
　　　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（主として５年）に基づいて償却しております。

　（3）リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する償却
方法と同一の方法により償却しております。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額
法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額
とし、それ以外のものは零としております。

５．繰延資産の処理方法
　　社債発行費は資産として計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

個別注記表
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７．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
　　　　預け金
　　　　有価証券
　　　　その他の資産
　　　担保資産に対応する債務
　　　　預金
　　　　売現先勘定
　　　　債券貸借取引受入担保金
　　　　借用金
　　　　支払承諾
　　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券1,428百万円及びその他の資
産３百万円を差し入れております。
　　また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金40,000百万円、保証金365百万円及び敷金661百万円が含まれてお
ります。
　　なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、当事業年度末で該
当する取引はありません。
８．現先取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価
証券で、当事業年度末に当該処分をせずに所有している有価証券は347百万円であります。
９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規
定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約
に係る融資未実行残高は、1,356,078百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件
で取消可能なものが1,290,405百万円あります。
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の
将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全
及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。
10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額
については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　　　再評価を行った年月日 1998年３月31日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　　　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額

60百万円
413,958百万円

400百万円

45,036百万円
39,302百万円
 86,430百万円
211,262百万円

54百万円

6,857百万円

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119
号）第２条第４号に定める地価税の課税価格計算の基礎となる土地の価
額に時点修正等、合理的な調整を行って算出。

　（2）為替変動リスク・ヘッジ
　　　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計
処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）に規
定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行
う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ
手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより行っております。

９．消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 ただし、固定資産
に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額　　　　3,767百万円
　２．貸出金のうち、破綻先債権額は1,724百万円、延滞債権額は41,488百万円であります。
　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取
立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲
げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は72百万円であります。
　　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先
債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は12,135百万円であります。
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞
債権に該当しないものであります。
５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は55,420百万円であります。
　　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形
及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、
13,968百万円であります。

注記事項
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７．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
　　　　預け金
　　　　有価証券
　　　　その他の資産
　　　担保資産に対応する債務
　　　　預金
　　　　売現先勘定
　　　　債券貸借取引受入担保金
　　　　借用金
　　　　支払承諾
　　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券1,428百万円及びその他の資
産３百万円を差し入れております。
　　また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金40,000百万円、保証金365百万円及び敷金661百万円が含まれてお
ります。
　　なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、当事業年度末で該
当する取引はありません。
８．現先取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価
証券で、当事業年度末に当該処分をせずに所有している有価証券は347百万円であります。
９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規
定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約
に係る融資未実行残高は、1,356,078百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件
で取消可能なものが1,290,405百万円あります。
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の
将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全
及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。
10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額
については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　　　再評価を行った年月日 1998年３月31日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　　　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額

60百万円
413,958百万円

400百万円

45,036百万円
39,302百万円
 86,430百万円
211,262百万円

54百万円

6,857百万円

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119
号）第２条第４号に定める地価税の課税価格計算の基礎となる土地の価
額に時点修正等、合理的な調整を行って算出。

　（2）為替変動リスク・ヘッジ
　　　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計
処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）に規
定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行
う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ
手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより行っております。

９．消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 ただし、固定資産
に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額　　　　3,767百万円
　２．貸出金のうち、破綻先債権額は1,724百万円、延滞債権額は41,488百万円であります。
　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲
げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は72百万円であります。
　　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先
債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は12,135百万円であります。
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞
債権に該当しないものであります。
５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は55,420百万円であります。
　　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形
及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、
13,968百万円であります。

注記事項
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当事業年度
期首株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘　要当事業年度

増加株式数
自己株式
普通株式
合　計

57
57

1
1

6
6

53
53

（注）

（単位：千株）

当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円）
売買目的有価証券 △1

貸借対照表
計上額（百万円）

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

差額
（百万円）種　類

小　計

小　計
合　計

時価
（百万円）

国債
地方債
社債
その他

国債
地方債
社債
その他

－
－

14,662
－

14,662
－
－

9,083
－

9,083
23,745

－
－

14,701
－

14,701
－
－

9,027
－

9,027
23,729

－
－
39
－
39
－
－

△55
－

△55
△16

　２．満期保有目的の債券（2020年３月31日現在）

(株主資本等変動計算書関係)
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取り１千株による増加であります。
　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少６千株は、ストック・オプションの権利行使による譲渡６千株による減少であります。

(有価証券関係 )
　　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
　１．売買目的有価証券（2020年３月31日現在）

11．有形固定資産の減価償却累計額
12．有形固定資産の圧縮記帳額
13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当社の保証債務の額
は23,745百万円であります。

14．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託980百万円であります。
15．関係会社に対する金銭債権総額
16．関係会社に対する金銭債務総額

(損益計算書関係)
１．関係会社との取引による収益
　　　資金運用取引に係る収益総額
　　　役務取引等に係る収益総額
　　　その他業務・その他経常取引に係る収益総額
　　関係会社との取引による費用
　　　資金調達取引に係る費用総額
　　　役務取引等に係る費用総額　
　　　その他業務・その他経常取引に係る費用総額

45,420百万円
1,348百万円

25,087百万円
29,678百万円

188百万円
 1,015百万円
74百万円

１百万円
1,151百万円
2,993百万円

２．以下の資産について減損損失245百万円を計上しております。

　これらの資産は、継続的な地価の下落、営業キャッシュ・フローの低下を受けて、資産グループの帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。営業用店舗については管理会計上の最小区
分である営業店単位をグルーピング単位とし、遊休資産については各資産単位をグルーピング単位としております。また、
本店、事務センター、研修所、社宅等については共用資産としております。
　減損損失の測定に使用している回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としております。正味売
却価額は不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積額を 7.1％で
割り引いて算定しております。

愛知県内

岐阜県内

用　　途場　　所

営業店舗２か所

営業店舗１か所

減　損　損　失
 48 百万円  

（うち土地  　　　　 　　25百万円）
（うち建物　　　　　　　16百万円）
（うち動産等  　　　　　   6 百万円）

 194 百万円  
（うち建物  　　    　　 182 百万円）
（うち動産等  　　　　　 11 百万円）

 2 百万円  
（うち土地  　  　　 　　  0 百万円）
（うち建物  　　　   　　  1 百万円）

種　　類

建物及び動産等

土地、建物及び動産等

土地及び建物遊休資産等３か所岐阜県内



11 12

当事業年度
期首株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘　要当事業年度

増加株式数
自己株式
普通株式
合　計

57
57

1
1

6
6

53
53

（注）

（単位：千株）

当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円）
売買目的有価証券 △1

貸借対照表
計上額（百万円）
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計上額を超えるもの
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計上額を超えないもの
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（百万円）
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－
－
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－
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－
－
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－

9,083
23,745

－
－
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－

14,701
－
－
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－

9,027
23,729

－
－
39
－
39
－
－

△55
－

△55
△16

　２．満期保有目的の債券（2020年３月31日現在）
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本店、事務センター、研修所、社宅等については共用資産としております。
　減損損失の測定に使用している回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としております。正味売
却価額は不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積額を 7.1％で
割り引いて算定しております。
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（うち土地  　  　　 　　  0 百万円）
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　　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。

　　（売却の理由）私募債の買入消却であります。

　（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

７．減損処理を行った有価証券
　　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取
得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時
価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）
しております。
　　当事業年度における減損処理額は、2,660百万円（うち、株式1,198百万円、その他の証券1,461百万円）であります。
　　なお、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に著しい下落があったものとしておりますが、減損処理にあたっ
ては、当事業年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％から50％下
落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っております。

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

貸借対照表計上額（百万円）

合　計

3,505
8,414
2,176
6,238
11,920

株式
その他
　外国証券
　その他の証券

売却額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

合　計

売却益の合計額（百万円）
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

6,708
75,548
3,020
53,464
19,063
26,608
13,631
12,976
108,865

1,826
906
40
666
199
2,039
414
1,625
4,772

611
0
－
0
－
223
199
24
835

　　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社・子法人
等株式及び出資金」には含めておりません。

　（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び出資金

　３．子会社・子法人等株式及び出資金（2020年３月31日現在）

　４．その他有価証券（2020年３月31日現在）

貸借対照表計上額（百万円） 差額
（百万円）

合　計

時価
（百万円）

子会社・子法人等株式及び出資金 －
－

－
－

－
－

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

売却原価（百万円） 売却損益（百万円）

合　計

売却額（百万円）

社債 70
70

70
70

0
0

貸借対照表計上額（百万円）

合　計
3,737
3,737

子会社・子法人等株式及び出資金

貸借対照表
計上額（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

差額
（百万円）種　類

小　計

合　計

取得原価
（百万円）

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

小　計

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

85,590
589,742
77,517
271,871
240,353
182,937
169,751
13,185
858,269
10,351
286,344
8,226

182,387
95,729
90,041
2,871
87,169
386,737
1,245,007

38,105
584,850
75,931
270,677
238,240
173,198
161,229
11,968
796,153
11,559
287,623
8,343

183,124
96,155
98,646
2,911
95,734
397,829
1,193,983

47,484
4,892
1,585
1,193
2,113
9,739
8,522
1,217
62,116
△1,208
△1,278
△116
△736
△425
△8,604
△39

△8,565
△11,092
51,023
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－

－
－

－
－
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社債 70
70
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0
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合　計
3,737
3,737
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貸借対照表
計上額（百万円）
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取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

差額
（百万円）種　類

小　計

合　計

取得原価
（百万円）
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債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

小　計

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

85,590
589,742
77,517
271,871
240,353
182,937
169,751
13,185
858,269
10,351
286,344
8,226

182,387
95,729
90,041
2,871
87,169
386,737
1,245,007

38,105
584,850
75,931
270,677
238,240
173,198
161,229
11,968
796,153
11,559
287,623
8,343

183,124
96,155
98,646
2,911
95,734
397,829
1,193,983

47,484
4,892
1,585
1,193
2,113
9,739
8,522
1,217
62,116
△1,208
△1,278
△116
△736
△425
△8,604
△39

△8,565
△11,092
51,023
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 （2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当

　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

４６，７７３

－
４６，７７３

３７，８３４
　

　
　
　
　
　

－
３７，８３４

１６２，１０４

△２，９２４

５，４９８

　
△４
０
　

２，５６９
１６４，６７３

△２１１
　

　
△３
２２

　
　
１９

△１９２

２４６，５００

△２，９２４

５，４９８

△３
１７
０

２，５８８
２４９，０８８

４７，７０６
　
　
　
　
　
　

△１１，１７９

△１１，１７９
３６，５２７

４，９７４
　
　
　
　
　
　

△３，６４３

△３，６４３
１，３３１

２，５０４
　
　
　
　
　
　

△０

△０
２，５０４

５１，７５３
　

△１５，２５６

△１５，２５６
３６，４９７

１５３
　
　
　
　
　
　

１１

１１
１６５

１１，２６８
　
　
　
　
　
　

７８９

７８９
１２，０５８

３０９，６７６

△２，９２４

５，４９８

△３
１７
０

△１４，４５５

△１１，８６６
２９７，８０９

資本金

その他
有価証券
評価差額金

その他の
包括利益
累計額合計

資本剰余金 利益剰余金 自己株式

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

△３，４３１
　
　
　
　
　
　

△４３４

△４３４
△３，８６６

退職給付に係る
調整累計額

株主資本合計

新株
予約権

非支配株主
持分

純資産
合計

　親会社株主に帰属する
　当期純利益

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当

　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

　親会社株主に帰属する
　当期純利益

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

連結株主資本等変動計算書
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(金銭の信託関係)
１．運用目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）　

２．満期保有目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。
３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。

(税効果会計関係 )
　  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
　　　繰延税金資産
　　　　貸倒引当金
　　　　有価証券評価損
　　　　減価償却超過額
　　　　退職給付引当金
　　　　賞与引当金
　　　　その他
　　　繰延税金資産小計
　　　評価性引当額
　　　繰延税金資産合計
　　　繰延税金負債
　　　　その他有価証券評価差額金
　　　　その他
　　　繰延税金負債合計
　　　繰延税金資産の純額（△は負債）

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額
１株当たりの当期純利益金額
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　

　

 3,457
2,012
　1,083
460
 449
1,623
9,086

　  　△  2,828
6,257

△14,865
△     583
△15,449
△  9,191

百万円

百万円

6,593円39銭
110円 ４銭
109円88銭

貸借対照表計上額（百万円） 当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 4,983 －
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 （2019年4月1日から2020年3月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当

　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

４６，７７３

－
４６，７７３

３７，８３４
　

　
　
　
　
　

－
３７，８３４

１６２，１０４

△２，９２４

５，４９８

　
△４
０
　

２，５６９
１６４，６７３

△２１１
　

　
△３
２２

　
　
１９

△１９２

２４６，５００

△２，９２４

５，４９８

△３
１７
０

２，５８８
２４９，０８８

４７，７０６
　
　
　
　
　
　

△１１，１７９

△１１，１７９
３６，５２７

４，９７４
　
　
　
　
　
　

△３，６４３

△３，６４３
１，３３１

２，５０４
　
　
　
　
　
　

△０

△０
２，５０４

５１，７５３
　

△１５，２５６

△１５，２５６
３６，４９７

１５３
　
　
　
　
　
　

１１

１１
１６５

１１，２６８
　
　
　
　
　
　

７８９

７８９
１２，０５８

３０９，６７６

△２，９２４

５，４９８

△３
１７
０

△１４，４５５

△１１，８６６
２９７，８０９

資本金

その他
有価証券
評価差額金

その他の
包括利益
累計額合計

資本剰余金 利益剰余金 自己株式

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

△３，４３１
　
　
　
　
　
　

△４３４

△４３４
△３，８６６

退職給付に係る
調整累計額

株主資本合計

新株
予約権

非支配株主
持分

純資産
合計

　親会社株主に帰属する
　当期純利益

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

当期首残高
当期変動額
　剰余金の配当

　自己株式の取得
　自己株式の処分
　土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計
当期末残高

　親会社株主に帰属する
　当期純利益

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）

連結株主資本等変動計算書
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(金銭の信託関係)
１．運用目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）　

２．満期保有目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。
３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。

(税効果会計関係 )
　  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
　　　繰延税金資産
　　　　貸倒引当金
　　　　有価証券評価損
　　　　減価償却超過額
　　　　退職給付引当金
　　　　賞与引当金
　　　　その他
　　　繰延税金資産小計
　　　評価性引当額
　　　繰延税金資産合計
　　　繰延税金負債
　　　　その他有価証券評価差額金
　　　　その他
　　　繰延税金負債合計
　　　繰延税金資産の純額（△は負債）

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額
１株当たりの当期純利益金額
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　

　

 3,457
2,012
　1,083
460
 449
1,623
9,086

　  　△  2,828
6,257

△14,865
△     583
△15,449
△  9,191

百万円

百万円

6,593円39銭
110円 ４銭
109円88銭

貸借対照表計上額（百万円） 当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 4,983 －
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５．のれんの償却に関する事項
　　該当事項はありません。

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
　（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については
原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

　　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
　（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法
により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
　（1）有形固定資産（リース資産を除く）
　　　当社の有形固定資産は、定率法（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建　物　　３年～ 60年
　　　その他　　３年～ 20年
　　　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却
しております。

　（2）無形固定資産（リース資産を除く）
　　　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社並びに連結される
子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。また、一部の連結される子会
社及び子法人等で市場販売目的のソフトウェアについて、会社で定める有効期間に基づいて償却しております。

　（3）リース資産
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがある
ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５．繰延資産の処理方法
　　社債発行費は資産として計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
６．貸倒引当金の計上基準
　　当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行
等監査特別委員会報告第４号 令和２年３月17日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主と
して今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸
倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに
将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及

会計方針に関する事項

※子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．連結の範囲に関する事項
　（1）連結される子会社及び子法人等　　　10社
　　　主要な会社名
　　　　共友リース株式会社
　　　　共立コンピューターサービス株式会社
　　　　株式会社OKB総研
　（2）非連結の子会社及び子法人等
　　　　OKB Consulting Vietnam Co., Ltd.
　　　　大垣共立アグリビジネス１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立ソフトピアジャパン入居企業支援１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立事業承継１号投資事業有限責任組合
　　　　　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）

及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営
成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
　（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等
　　　　該当事項はありません。
　（2）持分法適用の関連法人等
　　　　該当事項はありません。
　（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
　　　　OKB Consulting Vietnam Co., Ltd.
　　　　大垣共立アグリビジネス１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立ソフトピアジャパン入居企業支援１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立事業承継１号投資事業有限責任組合
　　　　　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及

びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を
与えないため、持分法の対象から除いております。

　（4）持分法非適用の関連法人等
　　　　該当事項はありません。
３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　　　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
　　　　３月末日　　　　10社
４．開示対象特別目的会社に関する事項
　（1）開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
　　　　該当事項はありません。
　（2）当連結会計年度における開示対象特別目的会社との取引金額等
　　　　該当事項はありません。

連結注記表

連結計算書類の作成方針
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５．のれんの償却に関する事項
　　該当事項はありません。

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
　（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については
原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

　　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
　（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法
により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
　（1）有形固定資産（リース資産を除く）
　　　当社の有形固定資産は、定率法（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建　物　　３年～ 60年
　　　その他　　３年～ 20年
　　　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却
しております。

　（2）無形固定資産（リース資産を除く）
　　　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社並びに連結される
子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。また、一部の連結される子会
社及び子法人等で市場販売目的のソフトウェアについて、会社で定める有効期間に基づいて償却しております。

　（3）リース資産
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間
を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがある
ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５．繰延資産の処理方法
　　社債発行費は資産として計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
６．貸倒引当金の計上基準
　　当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行
等監査特別委員会報告第４号 令和２年３月17日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主と
して今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸
倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに
将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及

会計方針に関する事項

※子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．連結の範囲に関する事項
　（1）連結される子会社及び子法人等　　　10社
　　　主要な会社名
　　　　共友リース株式会社
　　　　共立コンピューターサービス株式会社
　　　　株式会社OKB総研
　（2）非連結の子会社及び子法人等
　　　　OKB Consulting Vietnam Co., Ltd.
　　　　大垣共立アグリビジネス１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立ソフトピアジャパン入居企業支援１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立事業承継１号投資事業有限責任組合
　　　　　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）

及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営
成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
　（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等
　　　　該当事項はありません。
　（2）持分法適用の関連法人等
　　　　該当事項はありません。
　（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
　　　　OKB Consulting Vietnam Co., Ltd.
　　　　大垣共立アグリビジネス１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立ソフトピアジャパン入居企業支援１号投資事業有限責任組合
　　　　大垣共立事業承継１号投資事業有限責任組合
　　　　　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及

びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を
与えないため、持分法の対象から除いております。

　（4）持分法非適用の関連法人等
　　　　該当事項はありません。
３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　　　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
　　　　３月末日　　　　10社
４．開示対象特別目的会社に関する事項
　（1）開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
　　　　該当事項はありません。
　（2）当連結会計年度における開示対象特別目的会社との取引金額等
　　　　該当事項はありません。

連結注記表

連結計算書類の作成方針
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15．リース取引の収益・費用の計上基準
　　連結される子会社及び子法人等のファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に
売上高と売上原価を計上する方法によっております。
16．重要なヘッジ会計の方法
　（1）金利リスク・ヘッジ
　　　当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下「業種
別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、キャッシュ・フ
ローを固定するヘッジについて、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により行っております。

　　　なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
　　　連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、金利スワップの特例処理を行っております。
　（2）為替変動リスク・ヘッジ
　　　当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等
の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　平成14年７月29
日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する
目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合
うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより行っております。

17．消費税等の会計処理
　　当社並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　（収益認識に関する会計基準等）
　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号　2020年３月 31日　企業会計基準委員会）
　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号　2020年３月 31日　企業会計基準委員会）
　・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19号　2020年３月 31日　企業会計基準委員会）
　（1）概要
　　　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準
の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15
日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会
計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

　　　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計
基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を
損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

　（2）適用予定日
　　　2022年３月期の期首から適用します。
　（3）当該会計基準等の適用による影響
　　　「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中であります。

未適用の会計基準等

　び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し
た残額を計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債
権引当勘定として計上しております。
　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署
が査定結果を監査しております。
　　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
７．投資損失引当金の計上基準
　　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を
計上しております。
８．賞与引当金の計上基準
　　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属
する額を計上しております。
９．役員退職慰労引当金の計上基準
　　連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職
慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
10．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に
応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
11．ポイント引当金の計上基準
　　ポイント引当金は、ポイント制サービス「サンクスポイント・プレゼント」におけるサンクスポイントが将来費消された
場合の負担に備えるため、当連結会計年度末において将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上
しております。
　　一部の連結される子会社及び子法人等が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが将来費消された場合
の負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
12．特別法上の引当金の計上基準
　　特別法上の引当金は、金融商品取引業を営む連結子会社の金融商品取引責任準備金であり、金融商品取引の事故による損
失に備えるため、金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に基づき算出した額を
計上しております。
13．退職給付に係る会計処理の方法
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
　 　過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理
　 　数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（14年）による定額法により按
　　　　　　　　　　分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
　　なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
14．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　当社の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　　連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。
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15．リース取引の収益・費用の計上基準
　　連結される子会社及び子法人等のファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に
売上高と売上原価を計上する方法によっております。
16．重要なヘッジ会計の方法
　（1）金利リスク・ヘッジ
　　　当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に
関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下「業種
別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、キャッシュ・フ
ローを固定するヘッジについて、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により行っております。

　　　なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
　　　連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、金利スワップの特例処理を行っております。
　（2）為替変動リスク・ヘッジ
　　　当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等
の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号　平成14年７月29
日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する
目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合
うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより行っております。

17．消費税等の会計処理
　　当社並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　（収益認識に関する会計基準等）
　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号　2020年３月 31日　企業会計基準委員会）
　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号　2020年３月 31日　企業会計基準委員会）
　・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19号　2020年３月 31日　企業会計基準委員会）
　（1）概要
　　　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準
の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15
日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会
計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

　　　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計
基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を
損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

　（2）適用予定日
　　　2022年３月期の期首から適用します。
　（3）当該会計基準等の適用による影響
　　　「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中であります。

未適用の会計基準等

　び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し
た残額を計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債
権引当勘定として計上しております。
　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署
が査定結果を監査しております。
　　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
７．投資損失引当金の計上基準
　　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を
計上しております。
８．賞与引当金の計上基準
　　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属
する額を計上しております。
９．役員退職慰労引当金の計上基準
　　連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職
慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
10．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に
応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
11．ポイント引当金の計上基準
　　ポイント引当金は、ポイント制サービス「サンクスポイント・プレゼント」におけるサンクスポイントが将来費消された
場合の負担に備えるため、当連結会計年度末において将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上
しております。
　　一部の連結される子会社及び子法人等が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが将来費消された場合
の負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
12．特別法上の引当金の計上基準
　　特別法上の引当金は、金融商品取引業を営む連結子会社の金融商品取引責任準備金であり、金融商品取引の事故による損
失に備えるため、金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に基づき算出した額を
計上しております。
13．退職給付に係る会計処理の方法
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
　 　過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理
　 　数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（14年）による定額法により按
　　　　　　　　　　分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
　　なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
14．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　当社の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　　連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。
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（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く）  964百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は1,727百万円、延滞債権額は41,574百万円であります。
　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立
て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不
計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由
又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし
て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は76百万円であります。
　　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債
権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は12,135百万円であります。
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権
に該当しないものであります。
５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は55,513百万円であります。
　　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形
及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、
13,968百万円であります。
７．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
　　　　現金預け金
　　　　有価証券
　　　　リース債権及びリース投資資産
　　　　その他資産
　　　担保資産に対応する債務
　　　　預金
　　　　売現先勘定　
　　　　債券貸借取引受入担保金
　　　　借用金
　　　　支払承諾
　　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券1,428百万円及びその他資産３
百万円を差し入れております。また、その他資産には、先物取引差入証拠金188百万円、中央清算機関差入証拠金40,000百
万円、保証金435百万円及び敷金719百万円が含まれております。
　　なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、当連結会計年度末に
おいて該当するものはありません。

注記事項

60百万円
413,958百万円
1,067百万円
600百万円

45,036百万円
39,302百万円
86,430百万円
212,187百万円

54百万円

　（時価の算定に関する会計基準等）
　・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
　（1）概要
　　　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細な
ガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting 
Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主
に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行わ
れ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

　　　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用い
ることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべ
て取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損な
わせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

　（2）適用予定日
　　　2022年３月期の期首から適用します。
　（3）当該会計基準等の適用による影響
　　　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で未定であります。
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（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く）  964百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は1,727百万円、延滞債権額は41,574百万円であります。
　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立
て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不
計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由
又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし
て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は76百万円であります。
　　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債
権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は12,135百万円であります。
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権
に該当しないものであります。
５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は55,513百万円であります。
　　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形
及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、
13,968百万円であります。
７．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
　　　　現金預け金
　　　　有価証券
　　　　リース債権及びリース投資資産
　　　　その他資産
　　　担保資産に対応する債務
　　　　預金
　　　　売現先勘定　
　　　　債券貸借取引受入担保金
　　　　借用金
　　　　支払承諾
　　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券1,428百万円及びその他資産３
百万円を差し入れております。また、その他資産には、先物取引差入証拠金188百万円、中央清算機関差入証拠金40,000百
万円、保証金435百万円及び敷金719百万円が含まれております。
　　なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、当連結会計年度末に
おいて該当するものはありません。

注記事項

60百万円
413,958百万円
1,067百万円
600百万円

45,036百万円
39,302百万円
86,430百万円
212,187百万円

54百万円

　（時価の算定に関する会計基準等）
　・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
　・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
　（1）概要
　　　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細な
ガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting 
Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主
に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行わ
れ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

　　　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用い
ることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべ
て取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損な
わせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

　（2）適用予定日
　　　2022年３月期の期首から適用します。
　（3）当該会計基準等の適用による影響
　　　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で未定であります。
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　　　これらの資産は、継続的な地価の下落、営業キャッシュ・フローの低下を受けて、資産グループの帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。営業用店舗については管理会計上の最小区
分である営業店単位をグルーピング単位とし、遊休資産については各資産単位をグルーピング単位としております。ま
た、本店、事務センター、研修所、社宅等については共用資産としております。

　　　減損損失の測定に使用している回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としております。正味売
却価額は不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積額を7.1％で割
り引いて算定しております。 

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項
　　当連結会計年度中の配当金支払額

発行済株式
　　普通株式　
　　合　計
自己株式
　　普通株式
　　合　計

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

 
41,831
41,831

57
57

 
－
－

1
1

 
－
－

6
6

 
41,831
41,831

53
53

 

( 注）

摘　要

（単位：千株）

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取り１千株による増加であります。また、普通株式の
自己株式の株式数の減少６千株は、ストック・オプションの権利行使による譲渡６千株による減少であります。

新株予約権
の内訳

ストック・
オプション
としての
新株予約権

区分

当社

合計

当連結
会計年度
期首

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結
会計年度
増加

当連結
会計年度
減少

当連結
会計年度末

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

当連結
会計年度末
残高

（百万円）

165－

－ 165

摘要

2019年６月19日
定時株主総会
2019年11月８日
取締役会

決　議 株式の種類

普通株式

普通株式

1,462 百万円

1,462 百万円

35円00銭

35円00銭

2019年３月31日

2019年９月30日

2019年６月20日

2019年12月10日  

配当金の総額 １株当たり配当額 基　準　日 効力発生日

８．現先取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証
券で、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有している有価証券は347百万円であります。
９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定
された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係
る融資未実行残高は、1,360,148百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消
可能なものが1,294,475百万円あります。
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社並び
に連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに
は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社並びに連結される子会社及び子法人等が実行申
し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時におい
て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況
等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価
差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　　再評価を行った年月日　　1998年３月31日
　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価
後の帳簿価額の合計額との差額　　　　 　　  6,857百万円
11．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 52,817百万円
12．有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　　　　1,496百万円
13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は
23,745百万円であります。
14. 元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託980百万円であります。

（連結損益計算書関係）
１．その他の経常収益には、リース業に係る収益37,694百万円を含んでおります。
２．その他の経常費用には、リース業に係る費用35,396百万円を含んでおります。
３．以下の資産について減損損失245百万円を計上しております。

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119
号）第２条第４号に定める地価税の課税価格計算の基礎となる土地の
価額に時点修正等、合理的な調整を行って算出。

愛知県内

岐阜県内

用　　途場　　所

営業店舗１か所

営業店舗２か所

減　損　損　失

 48 百万円  
（うち土地　　　　　　 25 百万円）
（うち建物　　　　　　 16 百万円）
（うち動産等　　　　   　6百万円）

 194 百万円  
（うち建物　　　　 　 182 百万円）
（うち動産等　　　 　   11 百万円）

2百万円  
（うち土地　　　　   　   0 百万円）
（うち建物　　　　　  　 1 百万円）

種　　類

建物及び動産等

土地、建物及び動産等

土地及び建物遊休資産等３か所岐阜県内
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　　　これらの資産は、継続的な地価の下落、営業キャッシュ・フローの低下を受けて、資産グループの帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。営業用店舗については管理会計上の最小区
分である営業店単位をグルーピング単位とし、遊休資産については各資産単位をグルーピング単位としております。ま
た、本店、事務センター、研修所、社宅等については共用資産としております。

　　　減損損失の測定に使用している回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としております。正味売
却価額は不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フロー見積額を7.1％で割
り引いて算定しております。 

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項
　　当連結会計年度中の配当金支払額

発行済株式
　　普通株式　
　　合　計
自己株式
　　普通株式
　　合　計

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

 
41,831
41,831

57
57

 
－
－

1
1

 
－
－

6
6

 
41,831
41,831

53
53

 

( 注）

摘　要

（単位：千株）

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取り１千株による増加であります。また、普通株式の
自己株式の株式数の減少６千株は、ストック・オプションの権利行使による譲渡６千株による減少であります。

新株予約権
の内訳

ストック・
オプション
としての
新株予約権

区分

当社

合計

当連結
会計年度
期首

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結
会計年度
増加

当連結
会計年度
減少

当連結
会計年度末

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

当連結
会計年度末
残高

（百万円）

165－

－ 165

摘要

2019年６月19日
定時株主総会
2019年11月８日
取締役会

決　議 株式の種類

普通株式

普通株式

1,462 百万円

1,462 百万円

35円00銭

35円00銭

2019年３月31日

2019年９月30日

2019年６月20日

2019年12月10日  

配当金の総額 １株当たり配当額 基　準　日 効力発生日

８．現先取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証
券で、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有している有価証券は347百万円であります。
９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定
された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係
る融資未実行残高は、1,360,148百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消
可能なものが1,294,475百万円あります。
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社並び
に連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに
は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社並びに連結される子会社及び子法人等が実行申
し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時におい
て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況
等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価
差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　　再評価を行った年月日　　1998年３月31日
　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価
後の帳簿価額の合計額との差額　　　　 　　  6,857百万円
11．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 52,817百万円
12．有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　　　　1,496百万円
13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は
23,745百万円であります。
14. 元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託980百万円であります。

（連結損益計算書関係）
１．その他の経常収益には、リース業に係る収益37,694百万円を含んでおります。
２．その他の経常費用には、リース業に係る費用35,396百万円を含んでおります。
３．以下の資産について減損損失245百万円を計上しております。

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119
号）第２条第４号に定める地価税の課税価格計算の基礎となる土地の
価額に時点修正等、合理的な調整を行って算出。

愛知県内

岐阜県内

用　　途場　　所

営業店舗１か所

営業店舗２か所

減　損　損　失

 48 百万円  
（うち土地　　　　　　 25 百万円）
（うち建物　　　　　　 16 百万円）
（うち動産等　　　　   　6百万円）

 194 百万円  
（うち建物　　　　 　 182 百万円）
（うち動産等　　　 　   11 百万円）

2百万円  
（うち土地　　　　   　   0 百万円）
（うち建物　　　　　  　 1 百万円）

種　　類

建物及び動産等

土地、建物及び動産等

土地及び建物遊休資産等３か所岐阜県内
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　　　また、ＡＬＭでは、金利リスクを回避するために、金利スワップ取引を利用しております。なお、金利スワップ取引の
一部は、個別ヘッジ及び包括ヘッジとして取組み、ヘッジ会計を適用しております。ヘッジの有効性評価につきまして
は、業種別監査委員会報告第24号に則して評価しております。また、金利スワップの特例処理については、事前テストに
おいて要件を満たすことを確認しております。

　　　このほか、トレーディング取引において、金利先物取引・債券先物取引・債券先物オプション取引等を利用しております。
　　　デリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスク等を有しております。
 （3）金融商品に係るリスク管理体制
　　　当社は、リスク管理に関する取組方針や組織体制等を定めた「リスク管理方針」や、リスク区分毎に管理手続き等のリ
スク管理に関する取り決めを定めた各種リスク管理規程等に則り、リスクの内容や規模を踏まえた適正かつ有効なリスク
管理体制を整備・確立した上で、リスクと収益のバランスを図りながら適切なリスク管理に努めております。

　　　具体的には、ＡＬＭ委員会等のリスク管理関連の委員会を設置しているほか、各種リスクを統合的に管理する部署やリ
スク区分毎に統括管理部署と所管部署を設置し、これらのリスク管理部門から経営陣に直接リスク状況を定期的及び必要
に応じて随時報告する態勢を整備しております。

　　　ＡＬＭ委員会は毎月開催され、市場リスク、流動性リスク、信用リスクを対象に、これらのリスクを許容範囲内に制御
し収益性の向上を図ることを目的として、有価証券の運用方針や資金繰り方針等を審議し決定しております。

　　　また、他の部署から独立した業務監査部において、リスク管理の適切性や有効性の確認等も行っております。
　Ａ．信用リスクの管理
　　　当社は、「信用リスク管理規程」及び信用リスクに関する諸規定に則り、貸出金について、個別案件毎の与信審査、与信
管理（与信承認条件の履行状況管理、与信実行後の日常的管理、問題債権の管理）、信用格付、与信ポートフォリオ管理
（信用リスクの計量化手法による計測・分析及び与信集中を排除するための限度額管理）を通じて信用リスクを適切にコン
トロールしております。また、信用リスク管理部門として統括管理部署及び所管部署を定め、リスク管理を実施する体制を
整備しております。

　　　これらの与信審査、与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、定期的に、または必要に応じて取締役会、常務会
等を開催し、大口先等の状況について協議・報告を行っております。

　　　また、与信ポートフォリオ管理については、経営管理部により行われ信用リスクの状況に関して定期的に取締役会等へ報
告しております。

　　　これらのリスク管理の状況については、業務監査部が監査しております。
　Ｂ．市場リスクの管理
　　　当社は、「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしており
ます。また、市場部門（フロントオフィス）から市場リスク管理部門（ミドルオフィス）と事務管理部門（バックオフィ
ス）を分離して、牽制機能が発揮できる組織体制を整備しております。

   （a）金利リスクの管理
　　　　市場リスク管理部門は、金利リスクに関し、必要に応じて、リスク限度額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額を設

定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で担当役員等に報告を行うとともに、定期的に、または必要
に応じて随時取締役会等へ報告を行っております。

　　　　当社では「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしておりま
す。

４．2020年６月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
 （1）配当金の総額
 （2）１株当たり配当額
 （3）基準日
 （4）効力発生日
　なお、配当原資は、利益剰余金とする予定であります。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
 （1）金融商品に対する取組方針
　　　当社グループは、当社、連結子会社10社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務のほか、証券業務やクレジット

カード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
　　　当社では、事業性及び消費性の貸出を行ったり、有価証券及び短期の資金運用を行っております。これらは、主に地
域の皆さまからお預りした預金を原資としておりますが、借入金等で資金調達もしております。連結子会社では、銀行
借入による資金調達を行っております。

　　　このように主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動等による不利な影響が生じな
いように資産及び負債の総合管理（ＡＬＭ）を実施しております。

　　　なお、お客さまの為替や金利等に係るヘッジニーズに対応するため、また、当社自身のリスクコントロール等を目的
としてデリバティブ取引を利用しているほか、短期での収益増強を目的とするトレーディング取引にも、デリバティブ
取引を利用しております。

 （2）金融商品の内容及びそのリスク
　　　当社が保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、契約不履行によってもたらされる
信用リスクを有しております。

　　　当連結会計年度末における貸出金のうち、大部分は東海三県（愛知・岐阜・三重）に所在する店舗の貸出金であり、当
地の経済環境等の状況の変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。

　　　当社は、国債・地方債等の債券及び上場株式等の有価証券を資金運用の一環として保有しております。これらは、発行
体の信用リスク、金利リスク及び市場リスクを有しております。

　　　貸出や有価証券等による資金運用と預金等による資金調達は、金利又は期間のミスマッチを生ずる可能性のあること、
予期せぬ資金の流出により必要な資金確保が困難になること、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる
こと等の流動性リスクを有しております。

　　　当社は、外貨建の資産及び負債を保有しておりますが、これらは為替リスクを有しております。
　　　当社が利用しているデリバティブ取引は、金利関連では金利先物取引・金利スワップ取引、金利オプション取引、通貨
関連では、通貨スワップ取引、先物外国為替取引・通貨オプション取引、有価証券関連では、債券先物取引・債券先物オ
プション取引・株式先物取引等であります。

　　　お客さまとの取引においては、金利スワップ取引・金利オプション取引・通貨スワップ取引・先物外国為替取引・通貨
オプション取引を利用しております。

　　　有価証券投資においては、価格変動リスクの回避等を目的として、債券先物取引・債券先物オプション取引・株式先物
取引を利用しております。

　　　外貨建有価証券投資においては、金利・為替リスク及び流動性リスクを回避するために、金利・通貨スワップ取引を利
用しております。

1,462百万円
35円

2020年３月31日
2020年６月23日
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　　　また、ＡＬＭでは、金利リスクを回避するために、金利スワップ取引を利用しております。なお、金利スワップ取引の
一部は、個別ヘッジ及び包括ヘッジとして取組み、ヘッジ会計を適用しております。ヘッジの有効性評価につきまして
は、業種別監査委員会報告第24号に則して評価しております。また、金利スワップの特例処理については、事前テストに
おいて要件を満たすことを確認しております。

　　　このほか、トレーディング取引において、金利先物取引・債券先物取引・債券先物オプション取引等を利用しております。
　　　デリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスク等を有しております。
 （3）金融商品に係るリスク管理体制
　　　当社は、リスク管理に関する取組方針や組織体制等を定めた「リスク管理方針」や、リスク区分毎に管理手続き等のリ
スク管理に関する取り決めを定めた各種リスク管理規程等に則り、リスクの内容や規模を踏まえた適正かつ有効なリスク
管理体制を整備・確立した上で、リスクと収益のバランスを図りながら適切なリスク管理に努めております。

　　　具体的には、ＡＬＭ委員会等のリスク管理関連の委員会を設置しているほか、各種リスクを統合的に管理する部署やリ
スク区分毎に統括管理部署と所管部署を設置し、これらのリスク管理部門から経営陣に直接リスク状況を定期的及び必要
に応じて随時報告する態勢を整備しております。

　　　ＡＬＭ委員会は毎月開催され、市場リスク、流動性リスク、信用リスクを対象に、これらのリスクを許容範囲内に制御
し収益性の向上を図ることを目的として、有価証券の運用方針や資金繰り方針等を審議し決定しております。

　　　また、他の部署から独立した業務監査部において、リスク管理の適切性や有効性の確認等も行っております。
　Ａ．信用リスクの管理
　　　当社は、「信用リスク管理規程」及び信用リスクに関する諸規定に則り、貸出金について、個別案件毎の与信審査、与信
管理（与信承認条件の履行状況管理、与信実行後の日常的管理、問題債権の管理）、信用格付、与信ポートフォリオ管理
（信用リスクの計量化手法による計測・分析及び与信集中を排除するための限度額管理）を通じて信用リスクを適切にコン
トロールしております。また、信用リスク管理部門として統括管理部署及び所管部署を定め、リスク管理を実施する体制を
整備しております。

　　　これらの与信審査、与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、定期的に、または必要に応じて取締役会、常務会
等を開催し、大口先等の状況について協議・報告を行っております。

　　　また、与信ポートフォリオ管理については、経営管理部により行われ信用リスクの状況に関して定期的に取締役会等へ報
告しております。

　　　これらのリスク管理の状況については、業務監査部が監査しております。
　Ｂ．市場リスクの管理
　　　当社は、「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしており
ます。また、市場部門（フロントオフィス）から市場リスク管理部門（ミドルオフィス）と事務管理部門（バックオフィ
ス）を分離して、牽制機能が発揮できる組織体制を整備しております。

   （a）金利リスクの管理
　　　　市場リスク管理部門は、金利リスクに関し、必要に応じて、リスク限度額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額を設

定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で担当役員等に報告を行うとともに、定期的に、または必要
に応じて随時取締役会等へ報告を行っております。

　　　　当社では「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしておりま
す。

４．2020年６月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
 （1）配当金の総額
 （2）１株当たり配当額
 （3）基準日
 （4）効力発生日
　なお、配当原資は、利益剰余金とする予定であります。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
 （1）金融商品に対する取組方針
　　　当社グループは、当社、連結子会社10社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務のほか、証券業務やクレジット
カード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。

　　　当社では、事業性及び消費性の貸出を行ったり、有価証券及び短期の資金運用を行っております。これらは、主に地
域の皆さまからお預りした預金を原資としておりますが、借入金等で資金調達もしております。連結子会社では、銀行
借入による資金調達を行っております。

　　　このように主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動等による不利な影響が生じな
いように資産及び負債の総合管理（ＡＬＭ）を実施しております。

　　　なお、お客さまの為替や金利等に係るヘッジニーズに対応するため、また、当社自身のリスクコントロール等を目的
としてデリバティブ取引を利用しているほか、短期での収益増強を目的とするトレーディング取引にも、デリバティブ
取引を利用しております。

 （2）金融商品の内容及びそのリスク
　　　当社が保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、契約不履行によってもたらされる
信用リスクを有しております。

　　　当連結会計年度末における貸出金のうち、大部分は東海三県（愛知・岐阜・三重）に所在する店舗の貸出金であり、当
地の経済環境等の状況の変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。

　　　当社は、国債・地方債等の債券及び上場株式等の有価証券を資金運用の一環として保有しております。これらは、発行
体の信用リスク、金利リスク及び市場リスクを有しております。

　　　貸出や有価証券等による資金運用と預金等による資金調達は、金利又は期間のミスマッチを生ずる可能性のあること、
予期せぬ資金の流出により必要な資金確保が困難になること、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる
こと等の流動性リスクを有しております。

　　　当社は、外貨建の資産及び負債を保有しておりますが、これらは為替リスクを有しております。
　　　当社が利用しているデリバティブ取引は、金利関連では金利先物取引・金利スワップ取引、金利オプション取引、通貨
関連では、通貨スワップ取引、先物外国為替取引・通貨オプション取引、有価証券関連では、債券先物取引・債券先物オ
プション取引・株式先物取引等であります。

　　　お客さまとの取引においては、金利スワップ取引・金利オプション取引・通貨スワップ取引・先物外国為替取引・通貨
オプション取引を利用しております。

　　　有価証券投資においては、価格変動リスクの回避等を目的として、債券先物取引・債券先物オプション取引・株式先物
取引を利用しております。

　　　外貨建有価証券投資においては、金利・為替リスク及び流動性リスクを回避するために、金利・通貨スワップ取引を利
用しております。

1,462百万円
35円

2020年３月31日
2020年６月23日
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　　　主要なリスク変数である為替リスクの影響を受ける主たる金融商品は、外国為替、有価証券のうちの外貨建債券、外
貨預金及びデリバティブ取引のうちの通貨関連取引でありますが、為替リスクに関しては、必要に応じて、リスク限度
額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で管理
しておりますので、これらのリスクは限定的となっておりVaRは算定しておりません。

　Ｃ．流動性リスクの管理
　　　当社では、「流動性リスク管理規程」に則り、保守的な資金繰り運営に努めております。また、不測の事態に備えては「流動性
危機時対応策」を定め、速やかに対応できるよう態勢を整備しております。

 （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　　2020 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

（1）現金預け金
（2）有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
（3）貸出金
　　貸倒引当金（※１）

資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金
（3）債券貸借取引受入担保金
（4）借用金
負債計
デリバティブ取引（※２）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

連結貸借対照表計上額 時　価
279,030

28,249
1,246,904
4,178,689
△ 15,254
4,163,435
5,717,619
5,132,517
49,488
86,430
274,337
5,542,773

(59)
－

(59)

279,030

28,288
1,246,904

4,176,940
5,731,164
5,132,683
49,488
86,430
274,337
5,542,939

(59)
－

(59)

－

39
－

13,505
13,544
166
－
－
△0
165

－
－
－

差　額
（単位：百万円）

（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
　　 （　）で表示しております。

   （b）為替リスクの管理
　　　　　　市場リスク管理部門は、為替リスクに関し、必要に応じて、リスク限度額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額

を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で担当役員等に報告を行うとともに、定期的に、ま
たは必要に応じて随時取締役会等へ報告を行っております。

　　　　　　当社では「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしてお
ります。

   （c）価格変動リスクの管理
　　　　　　市場リスク管理部門は、価格変動リスクに関し、必要に応じて、リスク限度額、損失限度額、取引限度額等の各種限

度額を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で担当役員等に報告を行うとともに、定期的に、
または必要に応じて随時取締役会等へ報告を行っております。

　　　　　　当社では「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしてお
ります。

   （d）デリバティブ取引のリスク管理
　　　　　　デリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスク等を有しておりますが、市場リスクについては、大部分がヘッジ目

的の取引のため、トレーディング取引にほぼ限定されております。
　　　　　　信用リスクについては、取引相手先毎に限度額を設定しリスクの集中を回避しております。
　　　　　　なお、契約先は信用度の高い金融機関、法人であり、リスクは低いものと認識しております。
　　　　　　デリバティブ取引担当部署で、毎日、残高・評価損益等を管理し、リスクの統括管理部署である経営管理部経由、経

営陣宛報告が行われております。
　　　　　　短期での収益を目的としたトレーディング取引については、一定の限度額を設定して、リスクが過大とならないよう

に管理しております。
　　　　　　リスク管理は、「市場リスク管理規程」並びに「信用リスク管理規程」に則り行っております。特に、市場リスクに

ついては、統括管理機関であるＡＬＭ委員会が総合的に判断し、運営を行っております。
   （e）市場リスクに係る定量的情報
　ア．トレーディング目的の金融商品
　　　当社は、商品有価証券並びに一部のデリバティブ取引をトレーディング目的として保有しておりますが、必要に
　　応じて、リスク限度額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、
　　日次並びに月次で管理しておりますので、これらのリスクは限定的となっているためVaRは算定しておりません。
　イ．トレーディング目的以外の金融商品
　　　当社において、主要なリスク変数である金利リスクと価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有
　　価証券のうちの債券・株式並びに投資信託、貸出金、預金、譲渡性預金、借用金、社債及びデリバティブ取引
　　のうちの金利スワップ取引であります。
　　　当社では、これらの金融資産及び金融負債のVaR算定にあたっては、分散共分散法（保有期間120日、信頼
　　区間99%、観測期間５年間）を採用しております。算定したVaRは金利の変動リスク並びに価格変動リスクの
　　管理にあたっての定量的分析に利用しております。
　　　当連結会計年度末のVaRは、全体で47,029百万円であります。
　　　当社では、モデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングを実施して、VaRモデルの評
　　価をしており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。
　　　VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常
　　では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
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　　　主要なリスク変数である為替リスクの影響を受ける主たる金融商品は、外国為替、有価証券のうちの外貨建債券、外
貨預金及びデリバティブ取引のうちの通貨関連取引でありますが、為替リスクに関しては、必要に応じて、リスク限度
額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で管理
しておりますので、これらのリスクは限定的となっておりVaRは算定しておりません。

　Ｃ．流動性リスクの管理
　　　当社では、「流動性リスク管理規程」に則り、保守的な資金繰り運営に努めております。また、不測の事態に備えては「流動性
危機時対応策」を定め、速やかに対応できるよう態勢を整備しております。

 （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　　2020 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

（1）現金預け金
（2）有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
（3）貸出金
　　貸倒引当金（※１）

資産計
（1）預金
（2）譲渡性預金
（3）債券貸借取引受入担保金
（4）借用金
負債計
デリバティブ取引（※２）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計

連結貸借対照表計上額 時　価
279,030

28,249
1,246,904
4,178,689
△ 15,254
4,163,435
5,717,619
5,132,517
49,488
86,430
274,337
5,542,773

(59)
－

(59)

279,030

28,288
1,246,904

4,176,940
5,731,164
5,132,683
49,488
86,430
274,337
5,542,939

(59)
－

(59)

－

39
－

13,505
13,544
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－
－
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－
－
－

差　額
（単位：百万円）

（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
　　 （　）で表示しております。

   （b）為替リスクの管理
　　　　　　市場リスク管理部門は、為替リスクに関し、必要に応じて、リスク限度額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額

を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で担当役員等に報告を行うとともに、定期的に、ま
たは必要に応じて随時取締役会等へ報告を行っております。

　　　　　　当社では「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしてお
ります。

   （c）価格変動リスクの管理
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度額を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、日次並びに月次で担当役員等に報告を行うとともに、定期的に、
または必要に応じて随時取締役会等へ報告を行っております。

　　　　　　当社では「市場リスク管理規程」に則り、各種の限度額管理等を通してこれらのリスクを適切にコントロールしてお
ります。

   （d）デリバティブ取引のリスク管理
　　　　　　デリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスク等を有しておりますが、市場リスクについては、大部分がヘッジ目

的の取引のため、トレーディング取引にほぼ限定されております。
　　　　　　信用リスクについては、取引相手先毎に限度額を設定しリスクの集中を回避しております。
　　　　　　なお、契約先は信用度の高い金融機関、法人であり、リスクは低いものと認識しております。
　　　　　　デリバティブ取引担当部署で、毎日、残高・評価損益等を管理し、リスクの統括管理部署である経営管理部経由、経

営陣宛報告が行われております。
　　　　　　短期での収益を目的としたトレーディング取引については、一定の限度額を設定して、リスクが過大とならないよう

に管理しております。
　　　　　　リスク管理は、「市場リスク管理規程」並びに「信用リスク管理規程」に則り行っております。特に、市場リスクに

ついては、統括管理機関であるＡＬＭ委員会が総合的に判断し、運営を行っております。
   （e）市場リスクに係る定量的情報
　ア．トレーディング目的の金融商品
　　　当社は、商品有価証券並びに一部のデリバティブ取引をトレーディング目的として保有しておりますが、必要に
　　応じて、リスク限度額、損失限度額、取引限度額等の各種限度額を設定し、ポジション、損益、リスク等の状況を、
　　日次並びに月次で管理しておりますので、これらのリスクは限定的となっているためVaRは算定しておりません。
　イ．トレーディング目的以外の金融商品
　　　当社において、主要なリスク変数である金利リスクと価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、有
　　価証券のうちの債券・株式並びに投資信託、貸出金、預金、譲渡性預金、借用金、社債及びデリバティブ取引
　　のうちの金利スワップ取引であります。
　　　当社では、これらの金融資産及び金融負債のVaR算定にあたっては、分散共分散法（保有期間120日、信頼
　　区間99%、観測期間５年間）を採用しております。算定したVaRは金利の変動リスク並びに価格変動リスクの
　　管理にあたっての定量的分析に利用しております。
　　　当連結会計年度末のVaRは、全体で47,029百万円であります。
　　　当社では、モデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングを実施して、VaRモデルの評
　　価をしており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。
　　　VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常
　　では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
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　(4）借用金
　　　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結される子会社の信用状態は実
行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としており
ます。固定金利によるものは、当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値
を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額を時価としております。

　　　金利スワップの特例処理の対象とした借用金については、当該デリバティブ取引の時価を含めて記載しております。
デリバティブ取引
　　　金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、
債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）については、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデ
ル等により算出した価額によっております。地震デリバティブ取引については、取得価額をもって時価としております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価  
　  情報の「資産（２）有価証券」には含まれておりません。

非上場株式（※１）（※２）
債券
その他
　外国証券
　その他の証券（※２）

連結貸借対照表計上額区　　分

合　計

4,914
20

9,380
2,207
7,173
14,315

（単位：百万円）

（※１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と  
　　　 はしておりません。
（※２）当連結会計年度において、497百万円（うち、非上場株式495百万円、その他の証券１百万円）の減損処理を行っております。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資産
　(1）現金預け金
　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期の
ある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現
在価値を算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価が帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。

　(2）有価証券
　　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表
されている基準価格によっております。

　　　自社保証付私募債は、債券による将来キャッシュ・フロー及び保証による将来キャッシュ・フローと、新規に自社保証
付私募債を発行した場合に想定される適用利率等を用いて、それぞれ現在価値を算定し時価を算出しております。

　　　なお、満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項については、「（有
価証券関係）」に記載しております。

　(3）貸出金
　　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なって
いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸
出金の種類及び内部格付ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算
定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。

　　　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担
保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上
の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

　　　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済
見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

　　　金利スワップの特例処理の対象とした貸出金については、当該デリバティブ取引の時価を含めて記載しております。
負債
　(1）預金
　　　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預
金の時価は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算出しております。その割引率は、新規に預金を受け入
れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。

　（2）譲渡性預金
　　　譲渡性預金の時価は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算出しております。その割引率は、新規に譲
渡性預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　(3）債券貸借取引受入担保金
　　　債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。



29 30

　(4）借用金
　　　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結される子会社の信用状態は実
行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としており
ます。固定金利によるものは、当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値
を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額を時価としております。

　　　金利スワップの特例処理の対象とした借用金については、当該デリバティブ取引の時価を含めて記載しております。
デリバティブ取引
　　　金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、
債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）については、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデ
ル等により算出した価額によっております。地震デリバティブ取引については、取得価額をもって時価としております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価  
　  情報の「資産（２）有価証券」には含まれておりません。

非上場株式（※１）（※２）
債券
その他
　外国証券
　その他の証券（※２）

連結貸借対照表計上額区　　分

合　計

4,914
20

9,380
2,207
7,173
14,315

（単位：百万円）

（※１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と  
　　　 はしておりません。
（※２）当連結会計年度において、497百万円（うち、非上場株式495百万円、その他の証券１百万円）の減損処理を行っております。

（注１）金融商品の時価の算定方法
資産
　(1）現金預け金
　　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期の
ある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現
在価値を算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価が帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。

　(2）有価証券
　　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表
されている基準価格によっております。

　　　自社保証付私募債は、債券による将来キャッシュ・フロー及び保証による将来キャッシュ・フローと、新規に自社保証
付私募債を発行した場合に想定される適用利率等を用いて、それぞれ現在価値を算定し時価を算出しております。

　　　なお、満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項については、「（有
価証券関係）」に記載しております。

　(3）貸出金
　　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なって
いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸
出金の種類及び内部格付ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算
定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。

　　　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担
保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上
の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

　　　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済
見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

　　　金利スワップの特例処理の対象とした貸出金については、当該デリバティブ取引の時価を含めて記載しております。
負債
　(1）預金
　　　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預
金の時価は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算出しております。その割引率は、新規に預金を受け入
れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。

　（2）譲渡性預金
　　　譲渡性預金の時価は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算出しております。その割引率は、新規に譲
渡性預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　(3）債券貸借取引受入担保金
　　　債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券関係)
 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2020年３月31日現在）

２．満期保有目的の債券（2020年３月31日現在）

売買目的有価証券

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（百万円）

△1

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国債
地方債
社債
その他
　　  小　計
国債
地方債
社債
その他
　　  小　計

合　　　　計

連結貸借対照表計上額
（百万円）種類 時価

（百万円）
4,002
500

14,662
－

19,165
－
－

9,083
－

9,083
28,249

4,053
505

14,701
－

19,261
－
－

9,027
－

9,027
28,288

50
5
39
－
95
－
－

△ 55
－

△ 55
39

差額
（百万円）

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　

（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

現金預け金
有価証券
　満期保有目的の債券
　　　　　　うち国債
　　　　　　　　地方債
　　　　　　　　社債
　その他有価証券のうち満期があるもの
　　　　　　うち国債
　　　　　　　　地方債
　　　　　　　　社債
　　　　　　　　外国証券
貸出金（※）

１年以内

合　　　　計

３年超
５年以内

５年超
７年以内

１年超
３年以内

279,030

5,535
1,000
－

4,535
51,468
17,000
25,573
8,895
－

890,669
1,226,704

－

12,988
3,002
－

9,986
120,986
44,000
55,997
20,989

－
559,313
693,289

－

8,459
－
－

8,459
284,838
12,000
175,571
78,898
18,368
454,863
748,162

－

764
－
－
764

179,846
－

108,473
13,012
58,360
341,266
521,877

－

500
－
500
－

89,402
－

68,767
3,300
17,334
414,163
504,066

－

－
－
－
－

300,864
11,300
15,244
205,534
68,785

1,474,038
1,774,902

７年超
10年以内 10年超

預金（※）
譲渡性預金
債券貸借取引受入担保金
借用金

１年以内

合　　　　計

３年超
５年以内

５年超
７年以内

１年超
３年以内

4,666,591
49,488
86,430
94,284

4,896,794

356,145
－
－

103,347
459,493

95,382
－
－

76,694
172,076

3,399
－
－
7

3,406

10,998
－
－
3

11,002

－
－
－
－
－

７年超
10年以内 10年超

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（※）破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない43,159百万円、期間の定めのないもの
　　　1,214百万円は含めておりません。

（※）預金のうち、要求払預金は、「１年以内」に含めて開示しております。



31 32

(有価証券関係)
 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2020年３月31日現在）

２．満期保有目的の債券（2020年３月31日現在）

売買目的有価証券

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（百万円）

△1

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

国債
地方債
社債
その他
　　  小　計
国債
地方債
社債
その他
　　  小　計

合　　　　計

連結貸借対照表計上額
（百万円）種類 時価

（百万円）
4,002
500

14,662
－

19,165
－
－

9,083
－

9,083
28,249

4,053
505

14,701
－

19,261
－
－

9,027
－

9,027
28,288

50
5
39
－
95
－
－

△ 55
－

△ 55
39

差額
（百万円）

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　

（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

現金預け金
有価証券
　満期保有目的の債券
　　　　　　うち国債
　　　　　　　　地方債
　　　　　　　　社債
　その他有価証券のうち満期があるもの
　　　　　　うち国債
　　　　　　　　地方債
　　　　　　　　社債
　　　　　　　　外国証券
貸出金（※）

１年以内

合　　　　計

３年超
５年以内

５年超
７年以内

１年超
３年以内

279,030

5,535
1,000
－

4,535
51,468
17,000
25,573
8,895
－

890,669
1,226,704

－

12,988
3,002
－

9,986
120,986
44,000
55,997
20,989

－
559,313
693,289

－

8,459
－
－

8,459
284,838
12,000
175,571
78,898
18,368
454,863
748,162

－

764
－
－
764

179,846
－

108,473
13,012
58,360
341,266
521,877

－

500
－
500
－

89,402
－

68,767
3,300
17,334
414,163
504,066

－

－
－
－
－

300,864
11,300
15,244
205,534
68,785

1,474,038
1,774,902

７年超
10年以内 10年超

預金（※）
譲渡性預金
債券貸借取引受入担保金
借用金

１年以内

合　　　　計

３年超
５年以内

５年超
７年以内

１年超
３年以内

4,666,591
49,488
86,430
94,284

4,896,794

356,145
－
－

103,347
459,493

95,382
－
－

76,694
172,076

3,399
－
－
7

3,406

10,998
－
－
3

11,002

－
－
－
－
－

７年超
10年以内 10年超

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（※）破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない43,159百万円、期間の定めのないもの
　　　1,214百万円は含めておりません。

（※）預金のうち、要求払預金は、「１年以内」に含めて開示しております。
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５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

６．減損処理を行った有価証券
　　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得
原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価を
もって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）
しております。
　　当連結会計年度における減損処理額は、2,660百万円（うち、株式1,198百万円、その他の証券1,461百万円）でありま
す。
　　なお、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に著しい下落があったものとしておりますが、減損処理にあたって
は、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％から50％下
落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っております。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）

２．満期保有目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。
３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）
　　１株当たりの純資産額 6,835円68銭
　　１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 　131円60銭
　　潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 　131円42銭

連結貸借対照表計上額
(百万円 )

当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額 (百万円 )

運用目的の金銭の信託 4,983 －

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

合　　　計

売却益の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

6,759
75,548
3,020
53,464
19,063
26,608
13,631
12,976
108,916

1,862
906
40
666
199
2,039
414
1,625
4,808

611
0
－
0
－
223
199
24
835

３．その他有価証券（2020年３月31日現在）

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　（売却の理由）私募債の買入消却であります。

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券
　　  小　計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券
　　  小　計

合　　　　計

連結貸借対照表計上額
（百万円）種類 取得原価

（百万円）
87,379
589,742
77,517
271,871
240,353
182,937
169,751
13,185
860,058
10,352
286,344
8,226

182,387
95,729
90,147
2,871
87,275
386,845
1,246,904

38,485
584,850
75,931
270,677
238,240
173,198
161,229
11,968
796,533
11,562
287,623
8,343

183,124
96,155
98,752
2,911
95,840
397,938
1,194,472

48,893
4,892
1,585
1,193
2,113
9,739
8,522
1,217
63,525
△ 1,209
△ 1,278
△ 116
△ 736
△ 425
△ 8,604
△ 39

△ 8,565
△ 11,093
52,432

差額
（百万円）

売却原価（百万円） 売却損益（百万円）

合　計

売却額（百万円）
社債 70

70
70
70

0
0
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５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

６．減損処理を行った有価証券
　　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得
原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価を
もって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）
しております。
　　当連結会計年度における減損処理額は、2,660百万円（うち、株式1,198百万円、その他の証券1,461百万円）でありま
す。
　　なお、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に著しい下落があったものとしておりますが、減損処理にあたって
は、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％から50％下
落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っております。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）

２．満期保有目的の金銭の信託（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。
３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年３月31日現在）
　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）
　　１株当たりの純資産額 6,835円68銭
　　１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 　131円60銭
　　潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 　131円42銭

連結貸借対照表計上額
(百万円 )

当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額 (百万円 )

運用目的の金銭の信託 4,983 －

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券

合　　　計

売却益の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

6,759
75,548
3,020
53,464
19,063
26,608
13,631
12,976
108,916

1,862
906
40
666
199
2,039
414
1,625
4,808

611
0
－
0
－
223
199
24
835

３．その他有価証券（2020年３月31日現在）

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　（売却の理由）私募債の買入消却であります。

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券
　　  小　計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　外国証券
　その他の証券
　　  小　計

合　　　　計

連結貸借対照表計上額
（百万円）種類 取得原価

（百万円）
87,379
589,742
77,517
271,871
240,353
182,937
169,751
13,185
860,058
10,352
286,344
8,226

182,387
95,729
90,147
2,871
87,275
386,845
1,246,904

38,485
584,850
75,931
270,677
238,240
173,198
161,229
11,968
796,533
11,562
287,623
8,343

183,124
96,155
98,752
2,911
95,840
397,938
1,194,472

48,893
4,892
1,585
1,193
2,113
9,739
8,522
1,217
63,525
△ 1,209
△ 1,278
△ 116
△ 736
△ 425
△ 8,604
△ 39

△ 8,565
△ 11,093
52,432

差額
（百万円）

売却原価（百万円） 売却損益（百万円）

合　計

売却額（百万円）
社債 70

70
70
70

0
0
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付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

2010年
ストック・オプション

2010年７月28日から
2060年７月27日まで

2011年７月27日から
2061年７月26日まで

2012年７月27日から
2062年７月26日まで

2012年
ストック・オプション

2011年
ストック・オプション

当社の取締役　10名

普通株式　9,290株

2010年７月27日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　11名

普通株式　13,680株

2011年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　11名

普通株式　11,930株

2012年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
　　　営業経費　　29百万円
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
　(1）ストック・オプションの内容

2013年
ストック・オプション

2013年７月27日から
2063年７月26日まで

当社の取締役　10名

普通株式　10,630株

2013年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

2014年７月29日から
2064年７月28日まで

2014年
ストック・オプション

普通株式　9,910株

2014年７月28日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　10名
（社外取締役を除く）

2015年７月29日から
2065年７月28日まで

2015年
ストック・オプション

普通株式　5,910株

2015年７月28日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　９名
（社外取締役を除く）

付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

2017年７月27日から
2067年７月26日まで

2017年
ストック・オプション

普通株式　8,710株

2017年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　10名
（社外取締役を除く）

2018年７月27日から
2068年７月26日まで

2018年
ストック・オプション

普通株式　10,410株

2018年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　11名
（社外取締役を除く）

2016年
ストック・オプション

2016年７月27日から
2066年７月26日まで

当社の取締役　８名
（社外取締役を除く）

普通株式　8,440株

2016年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

2019年
ストック・オプション

2019年７月27日から
2069年７月26日まで

普通株式　12,860株

2019年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

（注）株式数に換算して記載しております。なお、2017年10月１日付株式併合（普通株式10株につき１株の割合）による
併合後の株式数に換算して記載しております。

当社の取締役　11名
（社外取締役を除く）
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付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

2010年
ストック・オプション

2010年７月28日から
2060年７月27日まで

2011年７月27日から
2061年７月26日まで

2012年７月27日から
2062年７月26日まで

2012年
ストック・オプション

2011年
ストック・オプション

当社の取締役　10名

普通株式　9,290株

2010年７月27日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　11名

普通株式　13,680株

2011年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　11名

普通株式　11,930株

2012年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
　　　営業経費　　29百万円
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
　(1）ストック・オプションの内容

2013年
ストック・オプション

2013年７月27日から
2063年７月26日まで

当社の取締役　10名

普通株式　10,630株

2013年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

2014年７月29日から
2064年７月28日まで

2014年
ストック・オプション

普通株式　9,910株

2014年７月28日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　10名
（社外取締役を除く）

2015年７月29日から
2065年７月28日まで

2015年
ストック・オプション

普通株式　5,910株

2015年７月28日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　９名
（社外取締役を除く）

付与日
権利確定条件
対象勤務期間

権利行使期間

付与対象者の区分
及び人数

2017年７月27日から
2067年７月26日まで

2017年
ストック・オプション

普通株式　8,710株

2017年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　10名
（社外取締役を除く）

2018年７月27日から
2068年７月26日まで

2018年
ストック・オプション

普通株式　10,410株

2018年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

当社の取締役　11名
（社外取締役を除く）

2016年
ストック・オプション

2016年７月27日から
2066年７月26日まで

当社の取締役　８名
（社外取締役を除く）

普通株式　8,440株

2016年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

2019年
ストック・オプション

2019年７月27日から
2069年７月26日まで

普通株式　12,860株

2019年７月26日
権利確定条件は定めていない
対象勤務期間は定めていない

（注）株式数に換算して記載しております。なお、2017年10月１日付株式併合（普通株式10株につき１株の割合）による
併合後の株式数に換算して記載しております。

当社の取締役　11名
（社外取締役を除く）
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　②単価情報

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
　　当連結会計年度において付与された2019年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであ
ります。
　①使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式
　②主な基礎数値及び見積方法

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

権利行使価格　（円）
行使時平均株価（円）

1
－

2,600

1
2,467

2,310

1
2,467

2,500

1
2,467

2,890

2010年
ストック・オプション

付与日における公正な
評価単価（円）

2012年
ストック・オプション

2011年
ストック・オプション

1
2,467

2,730

2013年
ストック・オプション

2014年
ストック・オプション

1
2,467

4,310

2015年
ストック・オプション

1
2,467

3,150

1
2,467

3,020

2016年
ストック・オプション

2017年
ストック・オプション

権利行使価格　（円）
行使時平均株価（円）
付与日における公正な
評価単価（円）

2019年ストック・オプション　
20.8％
1.2年

70円／株
△0.19％

株価変動性　　　　　（注）１
予想残存期間　　　　（注）２
予想配当　　　　　　（注）３
無リスク利子率　　　（注）４

　（注）１．予想残存期間に対応する過去期間（2018年５月７日から2019年７月22日）の株価実績に基づき、週次で算出して
　　　　　おります。
　　　２．過去の役員データにより、平均的な退任までの期間を見積もっております。
　　　３．2019年３月期の配当実績によっております。
　　　４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　（注）2017年10月１日付株式併合（普通株式10株につき１株の割合）による併合後の価格に換算して記載しております。

1
2,467

2,820

2018年
ストック・オプション

1
－

2,306

2019年
ストック・オプション

　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
　　　当連結会計年度（2020年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に
ついては、株式数に換算して記載しております。　

　①ストック・オプションの数

権利確定前　　（株）
　前連結会計年度末
　付与
　失効
　権利確定
　未確定残
権利確定後　　（株）
　前連結会計年度末
　権利確定
　権利行使
　失効
　未行使残

 
―
―
―
―
―

3,030
―
―
―

3,030

 
―
―
―
―
―

6,180
―
900
―

5,280

 
―
―
―
―
―

5,360
―
780
―

4,580

2010年
ストック・オプション

2012年
ストック・オプション

2011年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

5,810
―
740
―

5,070

2013年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

6,440
―
790
―

5,650

2014年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

4,100
―
510
―

3,590

2015年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

6,470
―
820
―

5,650

2016年
ストック・オプション

権利確定前　　（株）
　前連結会計年度末
　付与
　失効
　権利確定
　未確定残
権利確定後　　（株）
　前連結会計年度末
　権利確定
　権利行使
　失効
　未行使残

 
―
―
―
―
―

7,820
―
770
―

7,050

2017年
ストック・オプション

 
10,410

―
―

10,410
―

―
10,410
880
―

9,530

2018年
ストック・オプション

 
―

12,860
―
―

12,860

―
―
―
―
―

2019年
ストック・オプション

（注）2017年10月１日付株式併合（普通株式10株につき１株の割合）による併合後の株式数に換算して記載しております。
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　②単価情報

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
　　当連結会計年度において付与された2019年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであ
ります。
　①使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式
　②主な基礎数値及び見積方法

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

権利行使価格　（円）
行使時平均株価（円）

1
－

2,600

1
2,467

2,310

1
2,467

2,500

1
2,467

2,890

2010年
ストック・オプション

付与日における公正な
評価単価（円）

2012年
ストック・オプション

2011年
ストック・オプション

1
2,467

2,730

2013年
ストック・オプション

2014年
ストック・オプション

1
2,467

4,310

2015年
ストック・オプション

1
2,467

3,150

1
2,467

3,020

2016年
ストック・オプション

2017年
ストック・オプション

権利行使価格　（円）
行使時平均株価（円）
付与日における公正な
評価単価（円）

2019年ストック・オプション　
20.8％
1.2年

70円／株
△0.19％

株価変動性　　　　　（注）１
予想残存期間　　　　（注）２
予想配当　　　　　　（注）３
無リスク利子率　　　（注）４

　（注）１．予想残存期間に対応する過去期間（2018年５月７日から2019年７月22日）の株価実績に基づき、週次で算出して
　　　　　おります。
　　　２．過去の役員データにより、平均的な退任までの期間を見積もっております。
　　　３．2019年３月期の配当実績によっております。
　　　４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　（注）2017年10月１日付株式併合（普通株式10株につき１株の割合）による併合後の価格に換算して記載しております。

1
2,467

2,820

2018年
ストック・オプション

1
－

2,306

2019年
ストック・オプション

　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
　　　当連結会計年度（2020年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に
ついては、株式数に換算して記載しております。　

　①ストック・オプションの数

権利確定前　　（株）
　前連結会計年度末
　付与
　失効
　権利確定
　未確定残
権利確定後　　（株）
　前連結会計年度末
　権利確定
　権利行使
　失効
　未行使残

 
―
―
―
―
―

3,030
―
―
―

3,030

 
―
―
―
―
―

6,180
―
900
―

5,280

 
―
―
―
―
―

5,360
―
780
―

4,580

2010年
ストック・オプション

2012年
ストック・オプション

2011年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

5,810
―
740
―

5,070

2013年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

6,440
―
790
―

5,650

2014年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

4,100
―
510
―

3,590

2015年
ストック・オプション

 
―
―
―
―
―

6,470
―
820
―

5,650

2016年
ストック・オプション

権利確定前　　（株）
　前連結会計年度末
　付与
　失効
　権利確定
　未確定残
権利確定後　　（株）
　前連結会計年度末
　権利確定
　権利行使
　失効
　未行使残

 
―
―
―
―
―

7,820
―
770
―

7,050

2017年
ストック・オプション

 
10,410

―
―

10,410
―

―
10,410
880
―

9,530

2018年
ストック・オプション

 
―

12,860
―
―

12,860

―
―
―
―
―

2019年
ストック・オプション

（注）2017年10月１日付株式併合（普通株式10株につき１株の割合）による併合後の株式数に換算して記載しております。
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